
先進地に学ぶ  市街地の活性化先進地に学ぶ  市街地の活性化

商工観光課 
 1  65-0707 
FAX 63-4087

【問い合わせ】 

伏見中書島視察 

烏丸、室町界隈視察 

京
都
市
中
書
島
と
 

烏
丸
界
隈
の
町
家
視
察
 

第
二
回
策
定
委
員
会
で
は
、 

進
め
方
や
事
業
の
重
点
化
が
焦
点
に
 

活
性
化
の
テ
ー
マ
 

計
画
推
進
の
基
本
的
な
考
え
方
 

事
業
推
進
の
基
本
的
な
考
え
方
 

し
ゅ
う
 

ざ
 

い
ち
 

※注……TMOとは 
TMOとは「Town Management 
Organization」の略で、まちづくり
をマネージ（運営・管理）する機関
をいいます。施設の整備や運営主
体となることもあります。 
業務として、各商店街の特徴付け、
計画区域内のテナントの配置・誘致、
駐車場、ポケットパーク等の環境
整備、区域内美化、イベント、共通
カード等の事業が考えられます。 

甲賀市中心市街地活性化基本計画策定状況 

   　
甲
賀
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基

本
計
画
策
定
委
員
会
の
第
一
回
視
察

研
修
で
は
、「
歴
史
を
活
か
し
た
観
光

商
業
の
成
功
事
例
を
み
る
」を
テ
ー
マ

と
し
て
、去
る
10
月
27
日
に
、京
都
市

の
伏
見
中
書
島
と
烏
丸
界
隈
の
町
家

活
用
事
例
を
視
察
し
ま
し
た
。中
書

島
は
、清
酒
・
坂
本
竜
馬
・
御
香
宮
の

ま
ち
で
、＊
T
M
O
が
活
性
化
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、烏
丸
界
隈
の

室
町
は
、町
家
を
再
生
し
た
店
舗
が

に
ぎ
わ
い
を
み
せ
て
い
ま
す
。 

　
参
加
し
た
委
員
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は

「
観
光
客
を
受
け
止
め
楽
し
ま
せ
る

設
備
が
整
備
さ
れ
、行
政
、民
間
の
努

力
を
感
じ
る
。」「
私
達
の
今
の
生
活

は
大
型
店
を
中
心
に
消
費
生
活
の
み

で
考
え
て
い
る
の
で
は
。」「
昔
の
町
家

が
形
や
色
を
変
え
て
活
気
を
出
し
て

い
る
の
に
驚
い
た
。外
見
は
古
い
が
改

装
さ
れ
、素
晴
ら
し
い
内
容
に
変
わ
っ

て
い
る
。水
口
の
町
家
も
変
え
ら
れ
る

の
で
は
。」な
ど
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ

れ
て
い
ま
し
た
。 

　
第
二
回
策
定
委
員
会
で
も
研
修

結
果
の
報
告
を
行
い
、今
後
の
計
画

策
定
の
参
考
に
す
る
な
ど
成
果
を
確

認
し
ま
し
た
。 

   　
第
二
回
策
定
委
員
会
で
は
、事
務

局
よ
り「
甲
賀
市
中
心
市
街
地
活
性

化
基
本
計
画
」の
素
案
の
提
出
を
受

け
て
、活
発
な
議
論
が
さ
れ
ま
し
た
。

現
段
階
で
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。 

 　
 

　
住
む
人
が
誇
り
と
愛
着
を
感
じ

る
「
街
な
か
定
住
」
と
訪
れ
た
人
が

ま
ち
の
魅
力
と
や
さ
し
さ
に
ふ
れ
あ

え
る「
街
な
か
交
流
」の
推
進
 

 　
 

　
本
計
画
の
前
期（
平
成
18
〜
21
年

度
）は
、拠
点
と
組
織
を
立
ち
上
げ
、

街
な
か
に
訪
れ
る
人
の
流
れ
を
つ
く

る
期
間
と
位
置
づ
け
ま
す
。
ま
た
、

後
期（
平
成
22
〜
25
年
度
）は
、街
な

か
に
活
気
を
つ
く
り
、街
な

か
に
住
む
人
を
増
や
す
期

間
と
位
置
づ
け
ま
す
。さ
ら

に
、広
範
な
計
画
区
域
の
課

題
を
着
実
に
克
服
し
て
い

く
た
め
に
、整
備
す
る
ポ
イ

ン
ト
や
事
業
の
思
い
切
っ
た

重
点
化
を
進
め
ま
す
。 

　
各
段
階
に
お
け
る
事
業

を
着
実
に
実
現
し
て
い
く

に
あ
た
っ
て
は
、取
組
み
を「
衆

＝
人
、組
織
」
づ
く
り
、「
座

＝
ハ
ー
ド
」
づ
く
り
、「
市
＝

ソ
フ
ト
」
づ
く
り
の
3
つ
に

分
け
て
考
え
ま
す
。 

 　
前
期
で
は
旧
東
海
道
と
そ
の
周

辺
に
お
い
て
施
策
を
展
開
し
ま
す
。

そ
の
ま
ち
づ
く
り
の
コ
ン
セ
プ
ト
を

「
素
敵
な
出
会
い
の
あ
る
ま
ち
　
浪

漫
街
道
　
水
口
宿
」
と
し
、「
衆
」
を

育
て
る
シ
ン
ボ
ル
施
策
と
し
て
「
街

道
塾
」を
展
開
し
ま
す
。ま
た
、「
座
」

を
つ
く
る
シ
ン
ボ
ル
施
策
と
し
て「
水

口
座
」を
整
備
し
ま
す
。さ
ら
に
、「
市
」

を
開
く
シ
ン
ボ
ル
施
策
と
し
て
「
曳

山
市
」
を
開
催
し
ま
す
。 

　
次
回
委
員
会
で
は
、こ
れ
ら
の
再

検
討
、実
現
の
た
め
の
方
策
や
実
施

方
法
が
検
討
さ
れ
る
予
定
で
す
。ま

た
、1
月
に
2
回
目
の
先
進
地
視
察

を
行
う
予
定
で
す
。 【問い合わせ】 

　社会福祉課　障害福祉係 
　  1  65-0702 
　FAX 63-4085

障害者自立支援法による 
新しいサービスがはじまります 

平成18年 

4月から
 

　障がいの種別（身体障がい、知的障がい、精神障がい）にかかわらず、自立支援のための共通
の福祉サービスにより、地域での暮らしを総合的に支援します。 

○サービスの費用をみんなで支えあうため、サービス利用に要した
費用の1割を支払います。 
○利用者の負担が増えすぎないように所得に応じて上限額が決めら
れており、さらに、きめ細やかな軽減策が設けられて、負担が重
くならないように配慮しています。 

●居宅介護（ホームヘルプ） 

●重度訪問介護 

●行動援護 

●重度障害者等包括支援 

●児童デイサービス 

●短期入所（ショートステイ） 

●療養介護 

●生活介護 

●共同生活介護（ケアホーム） 

●施設入所支援 

●自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

●就労移行支援 

●就労継続支援 

●共同生活援助（グループホーム） 

（旧）更生医療、（旧）育成医療、
（旧）精神通院医療を一本化します。 

購入や修理にかかった費用の1割が
自己負担となります。 

障害福祉サービス 障害福祉サービス 障害福祉サービス 

障がいのある方を支援するため、次のような事業を行います。 

●相談支援　　　●移動支援　　●日常生活用具の給付 

●コミュニケーション支援（手話通訳派遣等） 

●福祉ホーム　●その他の日常生活又は社会生活支援　 

地域生活支援事業 地域生活支援事業 地域生活支援事業 

障
が
い
の
あ
る
方 

障害福祉サービス 障害福祉サービス 障害福祉サービス 

自立支援医療 自立支援医療 自立支援医療 

補装具 補装具 補装具 

※申請は市に行います。 

●サービスを利用したときの費用 

●障害福祉サービスの利用のしかた 

① 
相談・申請 

④ 
契約・利用・ 
費用の支払い 

② 
調査・審査・認定 

③ 
支給決定・ 
受給者証の交付 

（介護給付） （訓練等給付） 
自立支援給付 

障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします 

段階的に 

実 施 

広報こうか 2006.25


